
〇全国都市緑化仙台フェアについて 

令和２年５月２７日「第１回 全国都市緑化仙台フェア基本構想懇談会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・令和 2 年 5 月から学識経験者や緑化推進団体，市民活動団体等で構成される全国都市緑化仙台フェア基本構想懇談会にて，「全国都市緑化仙台フェア基本構想」の策定に向けた検討を開始。 

・令和 2 年 5 月の第 1 回懇談会では，全国都市緑化フェアの概要や仙台市における緑化行政のあゆみ，百年の杜づくりの取り組み状況などとともに，本市における緑化フェアの開催意義，また，総合計画及び緑

の基本計画における将来像や方針を踏まえた開催理念についての案を示したところである。 

・開催理念（案）では，全国都市緑化仙台フェアの開催を「杜の都・仙台」のみどりの素晴らしさ大切さについて，学び気づき見つめなおす機会として捉え，日常生活等にみどりを積極的に取り入れた仙台スタ

イルを提案するとともに，「杜の都・仙台」の魅力を国内外に発信し，未来へ向けみどりが持つ可能性をさらに広げるグリーンインフラの普及の推進を掲げている。 

・委員の意見としては，「みどりを守り育んできた取り組みを振り返る視点」や「震災から復興する姿の発信」，「ハード・ソフト両面からのグリーンインフラの理解と普及」の必要性などが挙げられ，現在は次回

懇談会（7 月）に向けて，これらの意見を踏まえた基本構想骨子案の検討を進めている。 

審議会等資料の抜粋 

   全国都市緑化仙台フェアの開催理念（案）について 

資料 2 



〇次期仙台市都市計画マスタープランについて 

令和２年６月３日「令和 2 年度 第 1 回 仙台市都市計画協議会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・令和元年 7 月から学識経験者や市議会議員，関係行政機関等で構成される仙台市都市計画協議会にて，次期仙台市都市計画マスタープランの策定に向けた検討を開始。 

・現行都市計画マスタープランの振り返りや都市計画を取り巻く動向などの議論を経て，令和 2 年 6 月の仙台市都市計画協議会では，次期仙台市都市計画マスタープラン 骨子（案）を示している。 

・次期仙台市都市計画マスタープラン 骨子（案）では，都市づくりの目標像及び目指す都市構造を受け，都市づくりの基本方針（案）を掲げており，みどりに関わる方針として『④杜の都の継承と安全・安心な

都市環境の充実』がある。部門別の方針（案）では，『３．緑・景観』や『４．防災・環境』がみどりに関わる方針となっており，みどり豊かな空間や公園・緑地の整備などが挙げられている。また，土地利用

方針図（案）では，奥羽山脈などの奥山に「自然環境保全ゾーン」，里山や沿岸部の田園に「集落・里山・田園ゾーン」が指定されている。 

・今後は，今年度末の計画策定に向け，計画素案の作成を進めている。 

審議会等資料の抜粋 

    

 

次期仙台市都市計画マスタープラン 骨子（案）について 

土地利用方針図（案）について 



〇勾当台エリアビジョンについて 

令和２年７月３日「第１回勾当台エリアビジョン策定検討懇話会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・令和 2 年 7 月から学識経験者等で構成される懇話会にて，「勾当台エリアビジョン」の策定に向けた検討を開始。今年度中の策定に向け，全４回の懇話会の開催を予定している。 

・同ビジョンは，勾当台エリアが抱える日常的な人の流れの仙台駅への一極集中や当該エリア内に立地する公共施設等の老朽化などの課題や，本庁舎建替や定禅寺通活性化の取組み，市民広場を含む勾当台公園

の再整備等，重要施策が動き出していることを踏まえて，当該エリアの将来像を示すことを目的としている。 

・第１回懇話会では，エリアの理念及び方向性の検討に向けて，勾当台エリアの現状や上位・関連計画等における位置付けなどの整理が行われ，都心における勾当台エリアのあり方やエリア範囲の設定について

の議論が交わされた。 

審議会等資料の抜粋 

    

 

  

【勾当台エリアの範囲】（事務局案：今後詳細を検討） 

勾当台エリアの範囲は，勾

当台公園駅を中心に，北は市

役所界隈，南は元鍛冶丁公

園，東は愛宕上杉通界隈，西

は晩翠通界隈とする案が事務

局より示された（南北 500ｍ，

東西 1,000ｍ程度）。 

１ 策定の背景 

勾当台エリアは，昭和 20 年の仙台空襲で一帯のほぼ全ての建築物を焼失しながらも，以降の 

市民と行政との協働により本市都心の核の１つへと発展を遂げ，様々なイベント等の舞台として 

も，市民・来訪者の方々に親しまれてきた。 

本市都心のまちづくりにおいて，勾当台エリアは仙台駅周辺等と並ぶ極めて重要なエリアであ 

るが，近年は日常的な人の流れが仙台駅周辺に集中する傾向にある他，建築物の老朽化等の課題 

が顕在化している。同時に，勾当台エリアの中では，50 年から 100 年に一度とも言うべき，本 

庁舎建替や定禅寺通活性化，市民広場を含む勾当台公園の再整備等，民間の開発動向にも影響す 

るような重要施策が動き出している。 

また，新型コロナウイルス感染症の流行によって，暮らし方や働き方等人々の価値観が変容 

し，大都市圏から地方への関心の高まりや，それに伴う都市間競争の発生等が想定される。 

２ 策定の目的等 

勾当台エリアの将来像を示す「勾当台エリアビジョン」（以下「ビジョン」という。）を策定し， 

公・民の資産の老朽化対応において，個々の改修や更新といった「点」が結び付き，一体的な「面」 

として魅力向上へとつながるよう，共通の理念・方向性となるエリアの特色を明確化する。 

ビジョンの策定後は，他エリアの特色強化の取組みとともに，都心各所での「エリア特色を踏 

まえた付加価値創出」を意識した施策展開を図り，「将来にわたり選ばれ続ける都心づくり」に向 

け，都市の多様性と成長の根幹となる，人々の滞在と活動を生むことを目指す。 

なお，ビジョンの目標年次は，現在検討を進めている新総合計画等との整合を踏まえ，令和 12 

（2030）年度とする。 

３ 策定の視点 

勾当台エリアにおける特色の明確化を，都心づくりへとつなげる上で，都心全体や他のエリア 

との関係より，都心における勾当台エリアのあり方を示す。 

また，勾当台エリアの有する資源や土地利用状況等の地域性に着目し，今後の勾当台エリアへ 

の都市機能の誘導や施策展開に向けた考え方を示すとともに，市役所新本庁舎や勾当台公園・市 

民広場等の公共施設再整備に共通する方向性を示す。 

【勾当台エリアビジョンの概念図】 
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〇杜の都環境プラン（環境基本計画）について 

令和２年７月３日「仙台市環境審議会 第６回『杜の都環境プラン』改定検討部会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・第６回部会では，次期プラン中間案素案が示された。 

・素案では，目指す環境都市像として「杜の恵みを活かした，持続可能なまち」を掲げるとともに，その都市像の実現に向けた分野別の環境施策や重点的な取組みとして，3 つのプロジェクトが示されている。 

・みどり関連の内容としては，分野別の環境施策において，自然共生都市づくりの施策の一つとして「グリーンインフラをまちづくりに活かす」が掲げられている他，その他の施策に係る取組みでもみどりの多

機能性を生かす取組みが位置付けられている。 

・重点的な取り組みについても，「輝く！グリーン&クリーン都市プロジェクト」の「みどりを活用した，歩きたくなる魅力的な都市空間の創出」など，みどりに関する取組みの方向が示されている。 

・今後，仙台市環境審議会において中間案をとりまとめ，９月頃にパブリックコメントの実施を予定している。 

審議会等資料の抜粋 

    〈環境都市像の実現に向けた施策体系〉 〈環境都市像〉 



〇景観施策等について 

令和２年７月８日「令和 2 年度 第 1 回 仙台市景観総合審議会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・令和２年５月に景観総合審議会から提出された「今後の景観施策のあり方についての提言書」を受け，「仙台市『杜の都』景観計画」の見直しと，同提言書により言及されている「容積率等の緩和施策と連携し

たデザイン誘導指針の検討」を踏まえて，オープンスペースの指針作成に着手したところである。 

・屋外広告物については，屋外広告物部会において，現行規制の体系の振り返りによる制度上の隙間を確認し，不具合となっている事例が整理されたところであり，今後は，その改善手法や景観施策と連動した

制度体系，良好な屋外広告のためのガイドラインに関する検討を予定している。 

審議会等資料の抜粋 

 

屋外広告物に関する施策の今後の予定 

「仙台市『杜の都』景観計画」の見直しのポイント 

①上位関連計画等の反映 

②「今後の景観施策のあり方についての提言書」を踏まえた変更 

  ・オープンスペース等のデザイン誘導 

  ・まちの魅力を高める屋外広告物の誘導 

  ・質の高い公共施設整備への取組み 

  ・市民協働による景観づくりの推進 

③景観計画策定時（平成 21 年）からのまちの変化に伴う変更 

④行為の届出等の業務遂行上の課題に対応した変更 

 

オープンスペースの指針作成のねらいについて 



 

〇総合計画について 

令和２年６月９日「第７回仙台市総合計画審議会」及び７月９日「第８回仙台市総合計画審議会」資料を基に作成 

進 

捗 

状 

況 

検討経過・議論の方向性など 

・第７回審議会では，次期仙台市基本計画へのコロナウィルス感染症の中長期的な影響の反映について，理念に掲げる「The Greenest City」の重要性の再認識とともに，新たな視点として「社会の変化への対応

力」「仙台の優位性」が加わり，テクノロジーの積極的な活用と，それに伴い生じる課題等への適切な対応や，これまで育んできた豊かな自然環境をはじめとした都市環境と，震災や感染症で培われた危機への対

応力など，仙台ならではの強みをより一層強めていくとした方向性が盛り込まれた。 

・第８回審議会では，第 7 回審議会の意見や仙台市議会第２回定例会における質疑を踏まえた修正案に加え，まちづくりの方向性を視覚的に示す４つの図として「土地利用方針図（案）」，「将来の交通体系イメー

ジ図」，「仙台都心の目指すまちの姿のイメージ図」，「みどりの将来イメージ図」が示された。なお，４つの図は，仙台市基本計画と並行して検討が進められている分野別計画と密接に関連するため，それぞれの

議論を踏まえながら，今後完成度を高めていくとされている。 

・令和３年１月の答申案の決定に向け，今後パブリックコメントや基本計画（中間案）説明会，市民参画イベントが行われる予定である。 

第 8回審議会資料からの抜粋 

 


